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洞爺湖町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例新旧対照表（第１条関係） 

改   正   案 現       行 

（期末手当） （期末手当） 

第６条 略 第６条 略 

２ 期末手当の額は、それぞれの基準日現在において、議員報酬の月額

及びその議員報酬の月額に１００分の１５を乗じて得た額の合計額に

１００分の２３０を乗じて得た額に、洞爺湖町職員の給与に関する条

例（平成１８年洞爺湖町条例第３６号。以下「給与条例」という。）

第２１条第２項に規定する在職期間の区分に応じた割合を乗じて得た

額とする。 

２ 期末手当の額は、それぞれの基準日現在において、議員報酬の月額

及びその議員報酬の月額に１００分の１５を乗じて得た額の合計額に

１００分の２２０を乗じて得た額に、洞爺湖町職員の給与に関する条

例（平成１８年洞爺湖町条例第３６号。以下「給与条例」という。）

第２１条第２項に規定する在職期間の区分に応じた割合を乗じて得た

額とする。 

 

洞爺湖町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例新旧対照表（第２条関係） 

改   正   案 現       行 

（期末手当） （期末手当） 

第６条 略 第６条 略 

２ 期末手当の額は、それぞれの基準日現在において、議員報酬の月額

及びその議員報酬の月額に１００分の１５を乗じて得た額の合計額に

１００分の２２５を乗じて得た額に、洞爺湖町職員の給与に関する条

例（平成１８年洞爺湖町条例第３６号。以下「給与条例」という。）

第２１条第２項に規定する在職期間の区分に応じた割合を乗じて得た

額とする。 

２ 期末手当の額は、それぞれの基準日現在において、議員報酬の月額

及びその議員報酬の月額に１００分の１５を乗じて得た額の合計額に

１００分の２３０を乗じて得た額に、洞爺湖町職員の給与に関する条

例（平成１８年洞爺湖町条例第３６号。以下「給与条例」という。）

第２１条第２項に規定する在職期間の区分に応じた割合を乗じて得た

額とする。 
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洞爺湖町特別職の職員の給与等に関する条例新旧対照表（第１条関係） 

改   正   案 現       行 

（期末手当） 

第４条 略 

２ 前項の期末手当の額は、それぞれの基準日現在（退任した者にあっ

ては、退任した日現在）において特別職が受けるべき給料の月額及び

給料の月額に１００分の１５を乗じて得た額の合計額に、１００分の

２３０を乗じて得た額に、洞爺湖町職員の給与に関する条例（平成１

８年洞爺湖町条例第３６号）の適用を受ける職員（以下「一般職の職

員」という。）の例により在職期間の区分に応じた割合を乗じて得た

額とする。 

（期末手当） 

第４条 略 

２ 前項の期末手当の額は、それぞれの基準日現在（退任した者にあっ

ては、退任した日現在）において特別職が受けるべき給料の月額及び

給料の月額に１００分の１５を乗じて得た額の合計額に、１００分の

２２０を乗じて得た額に、洞爺湖町職員の給与に関する条例（平成１

８年洞爺湖町条例第３６号）の適用を受ける職員（以下「一般職の職

員」という。）の例により在職期間の区分に応じた割合を乗じて得た

額とする。 

 

洞爺湖町特別職の職員の給与等に関する条例新旧対照表（第２条関係） 

改   正   案 現       行 

（期末手当） 

第４条 略 

２ 前項の期末手当の額は、それぞれの基準日現在（退任した者にあっ

ては、退任した日現在）において特別職が受けるべき給料の月額及び

給料の月額に１００分の１５を乗じて得た額の合計額に、１００分の

２２５を乗じて得た額に、洞爺湖町職員の給与に関する条例（平成１

８年洞爺湖町条例第３６号）の適用を受ける職員（以下「一般職の職

員」という。）の例により在職期間の区分に応じた割合を乗じて得た

額とする。 

（期末手当） 

第４条 略 

２ 前項の期末手当の額は、それぞれの基準日現在（退任した者にあっ

ては、退任した日現在）において特別職が受けるべき給料の月額及び

給料の月額に１００分の１５を乗じて得た額の合計額に、１００分の

２３０を乗じて得た額に、洞爺湖町職員の給与に関する条例（平成１

８年洞爺湖町条例第３６号）の適用を受ける職員（以下「一般職の職

員」という。）の例により在職期間の区分に応じた割合を乗じて得た

額とする。 
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洞爺湖町職員の給与に関する条例新旧対照表（第１条） 

改   正   案 現       行 

 （期末手当） 

第２１条 略 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１２５を乗じて得た

額に、基準日以前６か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の

各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とす

る。 

⑴～⑷ 略 

３～５ 略 

６ 再任用職員に対する第２項の規定の適用については、同項中「１０

０分の１２５」とあるのは「１００分の７０」とする。 

 

（勤勉手当） 

第２４条 略 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて得

た額とする。この場合において、勤勉手当の額の、次の各号に掲げる

職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはな

らない。 

⑴ 第１項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当

基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在（退職し、若しくは失職

し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は

死亡した日現在。次項において同じ。）において受けるべき扶養手

当の月額を加算した額に１００分の１０５を乗じて得た額の総額 

 （期末手当） 

第２１条 略 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１２０を乗じて得た

額に、基準日以前６か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の

各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とす

る。 

 ⑴～⑷ 略 

３～５ 略 

６ 再任用職員に対する第２項の規定の適用については、同項中「１０

０分の１２０」とあるのは「１００分の６７．５」とする。 

 

（勤勉手当） 

第２４条 略 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて得

た額とする。この場合において、勤勉手当の額の、次の各号に掲げる

職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはな

らない。 

⑴ 第１項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当

基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在（退職し、若しくは失職

し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は

死亡した日現在。次項において同じ。）において受けるべき扶養手

当の月額を加算した額に１００分の１００を乗じて得た額の総額 
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⑵ 第１項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎

額に１００分の５０を乗じて得た額の総額 

３～５ 略 

 

⑵ 第１項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎

額に１００分の４７．５を乗じて得た額の総額 

３～５ 略 
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洞爺湖町職員の給与に関する条例新旧対照表（第２条） 

改   正   案 現       行 

 （期末手当） 

第２１条 略 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１２２．５を乗じて

得た額に、基準日以前６か月以内の期間におけるその者の在職期間の

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額

とする。 

⑴～⑷ 略 

３～５ 略 

６ 再任用職員に対する第２項の規定の適用については、同項中「１０

０分の１２２．５」とあるのは「１００分の６８．７５」とする。 

 

（勤勉手当） 

第２４条 略 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて得

た額とする。この場合において、勤勉手当の額の、次の各号に掲げる

職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはな

らない。 

⑴ 第１項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当

基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在（退職し、若しくは失職

し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は

死亡した日現在。次項において同じ。）において受けるべき扶養手

当の月額を加算した額に１００分の１０２．５を乗じて得た額の総

 （期末手当） 

第２１条 略 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１２５を乗じて得た

額に、基準日以前６か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の

各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とす

る。 

 ⑴～⑷ 略 

３～５ 略 

６ 再任用職員に対する第２項の規定の適用については、同項中「１０

０分の１２５」とあるのは「１００分の７０」とする。 

 

（勤勉手当） 

第２４条 略 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて得

た額とする。この場合において、勤勉手当の額の、次の各号に掲げる

職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはな

らない。 

⑴ 第１項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当

基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在（退職し、若しくは失職

し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は

死亡した日現在。次項において同じ。）において受けるべき扶養手

当の月額を加算した額に１００分の１０５を乗じて得た額の総額 

-5-



 

額 

⑵ 第１項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎

額に１００分の４８．７５を乗じて得た額の総額 

３～５ 略 

 

 

⑵ 第１項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎

額に１００分の５０を乗じて得た額の総額 

３～５ 略 
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洞爺湖町国民健康保険税条例新旧対照表（第１条） 

改   正   案 現       行 

（国民健康保険税の減額） 

第２３条 略 

２ 略 

３ 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第５６条の８

９第４項に規定する出産被保険者（以下「出産被保険者」という。）

が属する場合における当該納税義務者に対して課する所得割額及び被

保険者均等割額（第１項に規定する金額を減額するものとした場合に

あっては、その減額後の被保険者均等割額）は、当該所得割額及び被

保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各

号に定める額を減額して得た額とする。 

⑴ 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当該

出産被保険者につき第３条の規定により算定した所得割額の１２分

の１の額に、当該出産被保険者の出産の予定日（地方税法施行規則

第２４条の３０の５に定める場合には、出産の日。以下同じ。）の

属する月（以下「出産予定月」という。）の前月（多胎妊娠の場合

には、３月前）から出産予定月の翌々月までの期間（以下「産前産

後期間」という。）のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

⑵ 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割

額 当該出産被保険者につき第５条の規定により算定した被保険者

均等割額（第１項に規定する金額を減額するものとした場合にあっ

ては、その減額後の被保険者均等割額）の１２分の１の額に、当該

出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて

（国民健康保険税の減額） 

第２３条 略 

２ 略 
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得た額 

⑶ 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

所得割額 当該出産被保険者につき第６条の規定により算定した所

得割額の１２分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のう

ち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

⑷ 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第７条の２の規定によ

り算定した被保険者均等割額（第１項に規定する金額を減額するも

のとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額）の１２

分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に

属する月数を乗じて得た額 

⑸ 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額 

当該出産被保険者につき第８条の規定により算定した所得割額の１

２分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度

に属する月数を乗じて得た額 

⑹ 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者

均等割額 当該出産被保険者につき第９条の２の規定により算定し

た被保険者均等割額（第１項に規定する金額を減額するものとした

場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額）の１２分の１の

額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月

数を乗じて得た額 

 

（出産被保険者に係る届出） 

第２４条の３ 国民健康保険税の納税義務者は、出産被保険者が世帯に
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属する場合には、次に掲げる事項を記載した届書を町長に提出しなけ

ればならない。 

⑴ 納税義務者の氏名、住所、生年月日及び個人番号（行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条

第５項に規定する個人番号をいう。以下同じ。） 

⑵ 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号 

⑶ 出産の予定日 

⑷ 単胎妊娠又は多胎妊娠の別 

⑸ その他町長が必要と認める事項 

２ 前項の届書の提出に当たり、当該納税義務者は、次に掲げる書類を

添えなければならない。 

⑴ 出産の予定日を明らかにすることができる書類 

⑵ 多胎妊娠の場合には、その旨を明らかにすることができる書類 

⑶ 出産後に前項に規定する届出を行う場合には、出産した被保険者

と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類 

３ 第１項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の６月前

から行うことができる。 

４ 第１項の規定にかかわらず、町長が、当該出産被保険者について同

項各号に掲げる事項及び第２項各号に掲げる書類において明らかにす

べき事項を確認することができる場合は、第１項の規定による届出を

省略させることができる。 
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洞爺湖町国民健康保険税条例新旧対照表（第２条） 

改   正   案 現       行 

（課税額） （課税額） 

第２条 略 第２条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前条第２項

の世帯主を除く。）及びその世帯に属する被保険者につき算定した所

得割額及び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合

算額とする。ただし、当該合算額が２２万円を超える場合においては、

後期高齢者支援金等課税額は、２２万円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前条第２項

の世帯主を除く。）及びその世帯に属する被保険者につき算定した所

得割額及び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合

算額とする。ただし、当該合算額が２０万円を超える場合においては、

後期高齢者支援金等課税額は、２０万円とする。 

４ 略 ４ 略 

（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額） 

第２３条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に

対して課する国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課税額

からア及びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が６

５万円を超える場合には、６５万円）、同条第３項本文の後期高齢者

支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額（当該減額

して得た額が２２万円を超える場合には、２２万円）並びに同条第４

項本文の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額

（当該減額して得た額が１７万円を超える場合には、１７万円）の合

算額とする。 

第２３条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に

対して課する国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課税額

からア及びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が６

５万円を超える場合には、６５万円）、同条第３項本文の後期高齢者

支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額（当該減額

して得た額が２０万円を超える場合には、２０万円）並びに同条第４

項本文の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額

（当該減額して得た額が１７万円を超える場合には、１７万円）の合

算額とする。 

 ⑴～⑶ 略 ⑴～⑶ 略 
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洞爺湖町洞爺いこいの家条例新旧対照表 

改   正   案 現       行 

別表（第９条関係） 

  利用料金 

１ 入館料 

（１）入館料 

区分 利用料金 摘要 

大人 ４９０円 中学生以上 

小人 １５０円 小学生 

幼児 ８０円 
小学校就学前。ただし、

町民は無料とする。 

  注 略 

 （２）回数券 

区分 利用料金 摘要 

大人 ４,９００円 中学生以上 

小人 １,５００円 小学生 

幼児 ８００円 
小学校就学前。ただし、

町民は無料とする。 

  注１ 略 

 

２ 略 

 

別表（第９条関係） 

  利用料金 

１ 入館料 

 （１）入館料 

区分 利用料金 摘要 

大人 ４８０円 中学生以上 

小人 １４０円 小学生 

幼児 ７０円 
小学校就学前。ただし、

町民は無料とする。 

 注 略 

 （２）回数券 

区分 利用料金 摘要 

大人 ４,８００円 中学生以上 

小人 １,４００円 小学生 

幼児 ７００円 
小学校就学前。ただし、

町民は無料とする。 

 注１ 略 

 

２ 略 
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洞爺湖町一般入浴事業に関する条例新旧対照表 

改   正   案 現       行 

（入浴券の購入等） （入浴券の購入等） 

第５条 入浴施設を利用する者（以下「利用者」という。）は、洞爺湖

町入浴券（以下「入浴券」という。）を町から購入するものとする。 

第５条 入浴施設を利用する者（以下「利用者」という。）は、洞爺湖

町入浴券（以下「入浴券」という。）を町から購入するものとする。 

２ 入浴券は回数券とし、入浴券の種類及び入浴券の料金（以下「入浴

料」という。）は、次のとおりとする。 

２ 入浴券は回数券とし、入浴券の種類及び入浴券の料金（以下「入浴

料」という。）は、次のとおりとする。 

⑴ 大人（中学生以上） １０回券１綴り ４，９００円 ⑴ 大人（中学生以上） １０回券１綴り ４，８００円 

⑵ 小人（小学生） １０回券１綴り １，５００円 ⑵ 小人（小学生） １０回券１綴り １，４００円 

⑶ 乳幼児（０歳から就学前児童） １０回券１綴り ８００円 ⑶ 乳幼児（０歳から就学前児童） １０回券１綴り ７００円 

３ 略 ３ 略 
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洞爺湖町高齢者入浴助成事業に関する条例新旧対照表 

改   正   案 現       行 

（利用者に対する助成） （利用者に対する助成） 

第５条 町は、入浴施設を利用する高齢者（以下「利用者」という。）

の入浴料４３０円に対して、２８０円を助成するものとする。 

第５条 町は、入浴施設を利用する高齢者（以下「利用者」という。）

の入浴料４２０円に対して、２７０円を助成するものとする。 

２ 略 

 

２ 略 

（入浴施設への支払） （入浴施設への支払） 

第６条 町は、入浴施設に対し、１回当たり４３０円の入浴料を支払う

ものとする。 

第６条 町は、入浴施設に対し、１回当たり４２０円の入浴料を支払う

ものとする。 

 

 

-13-



 

西胆振介護認定審査会共同設置規約新旧対照表 

改   正   案 現       行 

（執務場所） 

第３条 審査会の執務場所は、北海道虻田郡豊浦町字東雲町１６番地１

豊浦町総合保健福祉施設内とする。 

 

（委員） 

第４条 審査会の委員は、構成町長が協議して候補者を定め、豊浦町長

がこれを任命する。 

２ 審査会の委員に欠員が生じたときは、豊浦町長は、速やかにその旨

を構成町長に通知するとともに、前項の例により審査会の委員を任命

するものとする。 

３及び４ 略 

 

（補助職員） 

第５条 審査会の事務を補助する職員（以下「補助職員」という。）は、

豊浦町の職員とする。 

２ 略 

 

（負担金） 

第６条 略 

２ 構成町は、前項の規定による負担金を豊浦町に交付しなければなら

ない。 

３ 略 

 

（執務場所） 

第３条 審査会の執務場所は、北海道有珠郡壮瞥町字滝之町２８４番地

２壮瞥町保健センター内とする。 

 

（委員） 

第４条 審査会の委員は、構成町長が協議して候補者を定め、壮瞥町長

がこれを任命する。 

２ 審査会の委員に欠員が生じたときは、壮瞥町長は、速やかにその旨

を構成町長に通知するとともに、前項の例により審査会の委員を任命

するものとする。 

３及び４ 略 

 

（補助職員） 

第５条 審査会の事務を補助する職員（以下「補助職員」という。）は、

壮瞥町の職員とする。 

２ 略 

 

（負担金） 

第６条 略 

２ 構成町は、前項の規定による負担金を壮瞥町に交付しなければなら

ない。 

３ 略 
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（決算報告） 

第７条 豊浦町長は、審査会に関する決算を豊浦町議会の認定に付した

ときは、当該決算を構成町長に報告しなければならない。 

 

（委員の身分の取り扱いに関する規程） 

第９条 豊浦町は、審査会の委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方

法に係る規程を制定し又は改廃するときは、あらかじめ構成町と協議

しなければならない。 

２ 前項の規程を豊浦町が制定し又は改廃した場合においては、構成町

長は当該規程を公表しなければならない。 

 

（委員の懲戒処分等） 

第１０条 豊浦町長は、審査会の委員の懲戒処分をするとき、又はその

退職につき承認を与えるときは、あらかじめ構成町長と協議しなけれ

ばならない。 

 

（補則） 

第１１条 この規約に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、

構成町長が協議し豊浦町長が定めるものとする。 

 

（決算報告） 

第７条 壮瞥町長は、審査会に関する決算を壮瞥町議会の認定に付した

ときは、当該決算を構成町長に報告しなければならない。 

 

（委員の身分の取り扱いに関する規程） 

第９条 壮瞥町は、審査会の委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方

法に係る規程を制定し又は改廃するときは、あらかじめ構成町と協議

しなければならない。 

２ 前項の規程を壮瞥町が制定し又は改廃した場合においては、構成町

長は当該規程を公表しなければならない。 

 

（委員の懲戒処分等） 

第１０条 壮瞥町長は、審査会の委員の懲戒処分をするとき、又はその

退職につき承認を与えるときは、あらかじめ構成町長と協議しなけれ

ばならない。 

 

（補則） 

第１１条 この規約に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、

構成町長が協議し壮瞥町長が定めるものとする。 
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西胆振障害者自立支援審査会共同設置規約新旧対照表 

改   正   案 現       行 

（執務場所） 

第３条 審査会の執務場所は、北海道虻田郡豊浦町字東雲町１６番地１

豊浦町総合保健福祉施設内とする。 

 

（委員） 

第４条 審査会の委員は、構成町長が協議して候補者を定め、豊浦町長

がこれを任命する。 

２ 審査会の委員に欠員が生じたときは、豊浦町長は、速やかにその旨

を構成町長に通知するとともに、前項の例により審査会の委員を任命

するものとする。 

３及び４ 略 

 

（補助職員） 

第５条 審査会の事務を補助する職員（以下「補助職員」という。）は、

豊浦町の職員とし、西胆振介護認定審査会の職務を兼ねるものとする。 

２ 略 

 

（負担金） 

第６条 略 

２ 構成町は、前項の規定による負担金を豊浦町に納付しなければなら

ない。 

３ 略 

 

（執務場所） 

第３条 審査会の執務場所は、北海道有珠郡壮瞥町字滝之町２８４番地

２壮瞥町保健センター内とする。 

 

（委員） 

第４条 審査会の委員は、構成町長が協議して候補者を定め、壮瞥町長

がこれを任命する。 

２ 審査会の委員に欠員が生じたときは、壮瞥町長は、速やかにその旨

を構成町長に通知するとともに、前項の例により審査会の委員を任命

するものとする。 

３及び４ 略 

 

（補助職員） 

第５条 審査会の事務を補助する職員（以下「補助職員」という。）は、

壮瞥町の職員とし、西胆振介護認定審査会の職務を兼ねるものとする。 

２ 略 

 

（負担金） 

第６条 略 

２ 構成町は、前項の規定による負担金を壮瞥町に納付しなければなら

ない。 

３ 略 
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（決算報告） 

第７条 豊浦町長は、審査会に関する決算を豊浦町議会の認定に付した

ときは、当該決算を構成町長に報告しなければならない。 

 

（委員の身分の取り扱いに関する規程） 

第９条 豊浦町は、審査会の委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方

法に係る規程を制定し又は改廃するときは、あらかじめ構成町と協議

しなければならない。 

２ 前項の規程を豊浦町が制定し又は改廃した場合においては、構成町

長は当該規程を公表しなければならない。 

 

（委員の懲戒処分等） 

第１０条 豊浦町長は、審査会の委員の懲戒処分をするとき、又はその

退職につき承認を与えるときは、あらかじめ構成町長と協議しなけれ

ばならない。 

 

（補則） 

第１１条 この規約に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、

構成町長が協議し豊浦町長が定めるものとする。 

 

（決算報告） 

第７条 壮瞥町長は、審査会に関する決算を壮瞥町議会の認定に付した

ときは、当該決算を構成町長に報告しなければならない。 

 

（委員の身分の取り扱いに関する規程） 

第９条 壮瞥町は、審査会の委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方

法に係る規程を制定し又は改廃するときは、あらかじめ構成町と協議

しなければならない。 

２ 前項の規程を壮瞥町が制定し又は改廃した場合においては、構成町

長は当該規程を公表しなければならない。 

 

（委員の懲戒処分等） 

第１０条 壮瞥町長は、審査会の委員の懲戒処分をするとき、又はその

退職につき承認を与えるときは、あらかじめ構成町長と協議しなけれ

ばならない。 

 

（補則） 

第１１条 この規約に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、

構成町長が協議し壮瞥町長が定めるものとする。 
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